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（４）事業シート

（１）包括的相談支援事業

「ともに進む」ための基本的な考え方

福祉のなんでも相談員として、相談者の属性・

世代・相談内容に関わらず包括的に相談を受け止

めます。本人だけでなく世帯支援の視点をもった

相談支援体制を整えます。

目標

支援機関のネットワー

クを活用し適切な相談機

関と連携した支援を行い

ます。

個別相談内容から、地域課題

を把握し、地区社協等で検討す

ることで、早期発見できるよう

になります。
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地区社協の運営、関係機関等の情報共有の場の開催を通じ、住民が抱

える地域生活課題に対し、相談者の属性・世代・相談内容に関わらず、

包括的に相談を受け止め、世帯支援の視点で対応します。

行動計画
［ 2019 ］ ［ 2020 ］ ［ 2021 ］ ［ 2022 ］ ［ 2023 ］

気
づ
き

つ
な
が
り

）

福祉のなんでも相談員として、総合窓口と
して断らない相談窓口を実施します。

地区社協をはじめ、各種相談機関や地域団
体と定期的な情報共有を図り、一体的に支援
ができる体制を構築します。

地区社協の開催

（年 72 回）

地区社協の開催

（年 72 回）

地区社協の開催

（年 72 回）

資料１－２－３
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（２）多機関協働事業

「ともに進む」ための基本的な考え方

複合的な生活課題や生活のしづらさを抱えてい

る人や世帯の生活再建に向けて、地域の様々な関

係機関との連携・協働し、誰もが安心してその人

らしく暮らせる地域づくり、仕組みづくりに取り

組みます。

目標

様々な分野・立場の人、事業所、団体等が困りご

とを抱える人への支援に関わることで誰もが安

心して暮らせる地域になっていきます。

複合的な生活課題や制度の狭間にある課題への

対応等、生活に困っている人や世帯が生活再建

に必要な支援を受けられるようになります。

お互いの困りごとを「我が事」と

して捉え、支援が必要な人を地域

で支え合えるようになります。

関係機関等の世帯支援の視

点や気づきの強化により、

支援が必要な人や世帯が早

期に支援を受け、生活再建

が図れるようになります。

様々な関係機関や地域資源

等がつながり、連携・協働し、

支援チームとなって、困りご

とを抱える人の生活を支え

ます。
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複合化・複雑化した生活課題に総合的に対応するための包括的な相談支援体
制を構築し、福祉分野に限らず、さまざまな分野の関係機関や地域資源等と連
携・協働しながら、複合的な課題を抱える人や世帯の生活再建や自立を支援し
ます。

行動計画
［ 2019 ］ ［ 2020 ］ ［ 2021 ］ ［ 2022 ］ ［ 2023 ］

気
づ
き

つ
な
が
り

届
き

支
え
合
う

た
つ
せ
が

あ
る

事務局会議を開催する他、相談機関が集ま
る場等に参加していきます。

相談支援包括化推進協議会、実務者会議に参加し
ます。また随時、個別ケース会議を開催します。

地域に不足する資源や生活再建に必要な
仕組みを検討していきます。

相談者の地域での暮らしを支援していきます。

制度や事業だけでなく、地域独自のサポート
等と連携します。

事務局会議

開催について施行
事務局会議の開催

月１回以上

実務者会議

年 3回参加

実務者会議

年 3回参加

実務者会議

年 3回参加
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（3）アウトリーチ等継続的支援

「ともに進む」ための基本的な考え方

地域課題の早期発見・対応に努めます。また、引

きこもり状態にある場合や複数分野にまたがる

複合問題を抱えている人に支援を届けるため、定

期的な訪問を行います。

目標

当事者、周りの人、地域課題

を知るまで関わりの無かっ

た地域住民がそれぞれ手を

取り合い、支え合う関係性を

築くことができます。

地域に実際にある課題や困

り事を知ることで、困り事

を抱えている身近な人に気

づくことができます。

地域住民や、民生委員・自

治会・まち協など各種団体

とのつながりを作り、地域

課題について話し合い、協

働して課題解決に取り組

みます。
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ひきこもり状態にある場合や複数分野にまたがる複合課題を抱えて

いる人に支援を届けるため、共生ステーションやサロン活動等の定期的

な訪問や「福祉のなんでも相談」の実践をしていきます。

行動計画
［ 2019 ］ ［ 2020 ］ ［ 2021 ］ ［ 2022 ］ ［ 2023 ］

気
づ
き

つ
な
が
り

届
き

支
え
合
う

た
つ
せ
が

あ
る

・共生ステーションやサロン活動等へ定期的な訪

問や「福祉のなんでも相談」を実施することで、

地域の困りごと・個人の困りごとを把握する。

・地域課題の解決に向けた取り組みを、地域の

中で共有、協働します。

・地域課題に関するイベントを通じて、住民

同士が支えあう機会を設けます。

なんでも相談会 年 72 回

サロン訪問登録団体数×年 4回訪問
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（4）参加支援事業

「ともに進む」ための基本的な考え方

目標

当事者が前向きに社会参加がで

き、つながりや役割を感じられる

ような地域になります。

関係機関との連携において地域や社会の中で

の当事者や家族への理解が深まります。

他の当事者や家族、支援者と

のかかわりで本人が役割を

持て、支えられるようになり

ます。

当事者やその家族が相談窓

口を早期に気付けるように

なります。

他の当事者や家族、支援者と

かかわる中でつながりを感じ

るようになります。

誰もが地域で安心して生活できる社会の実現を目指

し、ひきこもりがちな方（以下当事者）やそのご家族

に対する相談を包括的に受け止め、居場所や役割を感

じられ社会参加につながるよう伴走型支援を行いま
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地域の中で困っていながらも相談できずに孤立し、ひきこもりがちな方やそ

のご家族、知人等が気軽に相談できる仕組みを作ります。また、病気や障害、

就労が困難等の理由から、日中活動をしていない方に向けた居場所を整備し、

社会参加に向けた伴走型での支援を行います。

行動計画
［ 2019 ］ ［ 2020 ］ ［ 2021 ］ ［ 2022 ］ ［ 2023 ］

気
づ
き

つ
な
が
り

届
き

支
え
合
う

た
つ
せ
が

あ
る

当事者やそのご家族・知人等が居場所への参加やボ

ランティアを通し、横のつながりを持つための当事

者家族会や交流企画を定期的におこないます。

当事者やそのご家族・知人等が気軽に相談・参加でき

るよう相談窓口や居場所・企画の定期的な発信・広報

を行います。

当事者が関係する団体や組織、企業などと連携し

伴走型支援を行うための関係者会議を定期的に行

います。

当事者やそのご家族・知人等がお互いを支え合う

ために、当事者家族会や交流企画を定期的に実施

します。

相談者や当事者が役割を感じ、前向きに社会参加

へ踏み出せるような、当事者主体の支援メニュー

を作成します。

年 1回 年 2回 年 2回

年 12 回 年 12 回 年 12 回

年 1回 年 2回 年 2回
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（5）共助の基盤づくり

「ともに進む」ための基本的な考え方

災害などの緊急時に支援を必要とする方に対し、

災害時だけでなく、平常時の見守り体制の整備や、

地域の支え合い体制を構築します。

また、地域課題を把握してその解決を地域住民の

方々と試みます。

目標

生活支援サポーターの育

成・確保を行います。

災害時の安否確認訓練を

実施し、災害時・平常時の体

制を整えます。

支援を求める方や社会

資源と、支援者をマッチン

グします。

緊急時の見守り体制に

ついて考える機会をつく

ります。

地域での活動が維持でき

るよう、相互理解を深め、有

用感や継続性を高めます。

地域課題の解決に向け

た場について情報を届け

ます。
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サロン活動を通じ、参加者から地域で活躍できる支援者を発掘し、その他の
活動（サロン・共助の基盤づくり事業の支え手）で活動していただけるように
マッチングします。また、各小校区のCSWが支援者の把握に努めます。

そして、避難行動要支援者への平常時からの見守りの提供など、住民同士
が支え合う仕組みを創ります。

行動計画
［ 2019 ］ ［ 2020 ］ ［ 2021 ］ ［ 2022 ］ ［ 2023 ］

気
づ
き

つ
な
が
り

届
き

支
え
合
う

た
つ
せ
が

あ
る

支援者が活躍できる活動の場や、人とマッチ

ングします。

生活支援サポーターの育成・確保を行います。

モデル地区の選定や、避難行動要支援者に対

する災害時の訓練の実施、平常時見守り体制づ

自治会等で緊急時の仕組みについて考える機

会を設けます。

生活支援サポーターの養成行います。

地域社会の中で役に立っていると感じ活動が

継続できるよう、支援者の方々の活動を広報誌

などで発信し、活動の相互理解を深める。

地域課題解決に向けた話し合いの場について

広報します。

年 1回 年 1回

年 1回 年 1回 年 1回

年 1回 年 1回 年 1回

年 1回 年 1回 年 1回
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（6）生活支援体制整備事業

「ともに進む」ための基本的な考え方

健康の維持・増進の推進を図ることや、地域で孤

立感を抱えないようにすることを目的に、子どもか

ら高齢者の誰しもが参加できるような集いの場を創

出します。

目標

孤立感を抱えた方や子育て世代、高齢者に、

集いの場の情報が届くように広報します。

集いの場に関する地域課

題を把握します。

集いの場を通じて、参加

者同士の交流を図ります

地域資源（企業等）を活

用します。

集いの場を通じて、参加

者同士が困りごとを早期

発見解決できるようにな

ります。

集いの場などを通じて

生まれた支え合いの仕組

みが維持できよう支援し

ていきます。
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高齢者をはじめ誰もが参加できる様々な集いの場や、支え合いの仕組みを創

るため住民や地域の企業とのコラボレーションにより居場所づくりをすすめ

ます。

行動計画
［ 2019 ］ ［ 2020 ］ ［ 2021 ］ ［ 2022 ］ ［ 2023 ］

気
づ
き

つ
な
が
り

届
き

支
え
合
う

た
つ
せ
が

あ
る

集いの場に関する地域課題を把握します。

参加者同士の交流を図ります。
地域資源（企業等）の活用を図ります。

子育て世代から高齢者まで、地域の集いの場の情報が届
くように広報します。

参加者が自身の経験を活かし、役割をもって活動

できるよう支援します。

集いの場（サロン・企業）を通じて、参加者同士が

生活の変化に気づき互いに支え合うようになりま

す。

年 72 回 年 72 回 年 72 回

年 2回 年 2回 年 2回


